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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部

から第 12部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。

）及びその材料価格 

001～009 （略） 

010 血管造影用マイクロカテーテル 

(１)～(３) （略） 

(４) 気管支バルブ治療用           48,900円 

011～086 （略） 

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 

(１) 疼
とう

痛除去用 

①～⑥ （略） 

⑦ 16極以上用・充電式・自動調整機能付き  2,260,000円 

⑧ （略） 

(２) （略） 

①～⑤ （略） 

088～131 （略） 

132 ガイディングカテーテル 

(１)～(３) （略） 

(４) 気管支用                90,300円 

133 血管内手術用カテーテル 

(１)～(７) （略） 

(８) 血管内異物除去用カテーテル 

①～⑤ （略） 

⑥ リード一体型ペースメーカー抜去用カテーテル 434,000 円 

(９)～(22) （略） 

別表 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部

から第 12部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。

）及びその材料価格 

001～009 （略） 

010 血管造影用マイクロカテーテル 

(１)～(３) （略） 

（新設） 

011～086 （略） 

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 

(１) 疼
とう

痛除去用 

①～⑥ （略） 

（新設） 

⑦ （略） 

(２) （略） 

①～⑤ （略） 

088～131 （略） 

132 ガイディングカテーテル 

(１)～(３) （略） 

（新設） 

133 血管内手術用カテーテル 

(１)～(７) （略） 

(８) 血管内異物除去用カテーテル 

①～⑤ （略） 

（新設） 

(９)～(22) （略） 



 

 

134～224 （略） 

225 気管支用バルブ               313,000円 

Ⅲ・Ⅳ （略） 

Ⅴ 歯科点数表の第２章第５部及び第８部から第11部までに規定す

る特定保険医療材料及びその材料価格 

001～035 （略） 

036 半導体レーザー用プローブ          229,000円 

037 レーザー光照射用ニードルカテーテル      1,990円 

Ⅵ 歯科点数表の第２章第12部に規定する特定保険医療材料及びそ

の材料価格 

001～057 （略） 

058 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料 

(１)～(４) （略） 

(５)  ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料(Ⅴ)   １個  6,150円 

059～069 （略） 

Ⅶ～Ⅸ （略） 

134～224 （略） 

（新設） 

Ⅲ・Ⅳ （略） 

Ⅴ 歯科点数表の第２章第５部及び第８部から第11部までに規定す

る特定保険医療材料及びその材料価格 

001～035 （略） 

（新設） 

（新設） 

Ⅵ 歯科点数表の第２章第12部に規定する特定保険医療材料及びそ

の材料価格 

001～057 （略） 

058 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料 

(１)～(４) （略） 

（新設） 

059～069 （略） 

Ⅶ～Ⅸ （略） 

 


